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昭和53年6月1日 

町 の 人 口 

(2月1日現在） 

人 口 7 ,905 人 

3 ,801 人 

4 ,104 人 

世帯数 2 ,316 戸 

男

女

 

ロ
反
 

花
見
客
で
に
ぎ
わ
っ
た
 

定
 
禅
 
寺
 

樹
令
約
五
百
年
と
い
わ
れ
る
 

藤
の
老
木
は
、
今
年
も
1

・
2
 

1
1

・
3

メ
ー
ト
ル
の
み
ご
と
 

な
紫
の
花
を
つ
け
、
そ
の
ほ
の
 

か
な
香
り
と
、
花
の
美
し
さ
に
 

ひ
か
れ
、
約
五
万
人
の
花
見
客
 

が
訪
れ
ま
し
た
。
遠
く
は
熊
本
 

県
か
ら
貸
切
バ
ス
に
て
訪
れ
た
 

人
々
も
お
り
、
藤
の
寺
は
県
外
 

ま
で
知
れ
わ
た
る
よ
う
に
な
り
 

ま
し
た
。
 

敷
地
八
百
平
方
メ
ー
ト
ル
に
 

所
せ
ま
し
と
咲
き
ほ
こ
る
こ
の
 

藤
も
、
戦
時
中
（
太
平
洋
戦
 

争
）
は
敷
地
の
一
部
が
い
も
畑
 

に
利
用
さ
れ
た
た
め
多
く
の
枝
 

が
切
断
さ
れ
、
見
る
影
も
な
い
 

有
様
で
し
た
。
 

そ
の
後
、
定
禅
寺
の
住
職
に
 

な
ら
れ
た
、
大
庭
達
成
上
人
さ
 

ん
の
熱
心
な
藤
の
管
理
が
実
を
 

結
び
（
迫
地
区
他
、
定
禅
寺
の
 

門
徒
さ
ん
が
た
の
枝
の
せ
ん
 

定
、
病
害
虫
駆
除
等
の
奉
仕
活
 

動
を
含
む
）
、
藤
の
花
は
一
年
 

毎
に
そ
の
美
し
さ
を
増
し
て
い
 

き
ま
し
た
。
 

昭
和
 37 

年
7
月
m

日
、
福
岡
 

県
文
化
財
と
し
て
天
然
記
念
物
 

の
指
定
を
受
け
て
い
ま
す
。
 

，“一z
）、J
ク太J
太
j
・（J
、
ノ
、
J
、
ノ
、
、
グ
、
J
・、j
、J
】
、
く
？
（
、
ノ
、
J
旦、J
、ノ、？グ、JY
&J1 

藩
政
時
代
の
御
水
帳
 

町
文
化
財
に
指
定
さ
る
 

今
か
ら
二
百
三
十
六
年
前
の
 
現
在
町
立
図
書
館
の
資
料
室
に
 

江
戸
時
代
中
期
小
笠
原
藩
が
作
 
保
管
さ
れ
て
居
ま
す
が
こ
れ
は
 

成
し
た
当
時
の
伊
方
村
、
弁
城
当
時
の
農
村
の
耕
作
、
貢
納
状
 

村
、
畑
村
の
士
地
山
林
台
帳
が
 
況
等
そ
の
実
態
を
知
り
得
る
貴
 

重
な
史
料
で
、
田
畑
山
林
合
わ
 

せ
て
全
部
で
十
八
冊
が
虫
喰
い
 

等
の
破
損
も
な
く
ほ
ぼ
完
全
な
 

形
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

こ
れ
は
貴
重
な
郷
土
史
料
で
 

あ
り
ま
す
の
で
、
今
般
方
城
町
 

文
化
財
専
門
委
員
会
の
諮
間
を
 

得
て
五
月
二
日
の
町
教
育
委
員
 

会
に
於
て
方
城
町
有
形
文
化
財
 

（
古
文
書
）
に
指
定
さ
れ
ま
し
 

た。 

1
口、 

4
日、 

7
日、 

10 

日、 

11 

日、 

中
旬
、
 

18 

日、 

妬
日
、
 

28 

日、 

各
地
の
催
し
と
 

下旬、 

6
月
の
こ
よ
み
 

ク 
気
象
記
念
日
、
電
波
の
 

日
 

歯
の
衛
生
週
間
 

計
量
記
念
日
 

時
の
記
念
日
 

入
梅
 

竜
王
山
キ
ャ
ン
プ
場
開
 

き
（
穂
波
町
）
 

父
の
日
 

救
ら
い
の
日
 

貿
易
記
念
日
 

海
水
浴
場
、
キ
ャ
ン
プ
 

場
開
き
（
津
屋
崎
町
）
 

海
開
き
（
芦
屋
町
）
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方
城
町
有
形
文
化
財
一
号
古
文
書
目
録
 

上
伊
方
村
本
作
田
方
水
帳
 

上
伊
方
村
本
作
畠
方
水
帳
 

上
伊
方
村
新
地
田
畠
水
帳
 

上
伊
方
村
本
作
新
地
畠
成
田
水
帳
 

下
伊
方
村
本
作
田
方
水
帳
 

下
伊
方
村
新
地
田
畠
水
帳
 

下
伊
方
村
本
作
新
地
畠
成
田
水
帳
 

伊
方
村
山
林
御
改
御
山
鑑
帳
 

畑
村
本
作
田
畠
水
帳
 

畑
村
本
作
畠
成
田
水
帳
 

畑
村
新
地
田
畠
水
帳
 

畑
村
山
村
御
改
御
山
鑑
帳
 

弁
城
村
本
作
田
方
水
帳
 

!
 

弁
城
村
本
作
畠
方
御
水
帳
 

ク
 

ー 

弁
城
村
永
荒
、
古
新
地
、
半
免
田
畑
御
水
帳
 

ク
 

ー 

弁
城
村
山
林
御
改
御
山
鑑
帳
 

寛
保
三
年
 

一 

弁
城
村
御
用
木
御
改
帳
 

弁
城
村
本
作
新
地
畠
成
 田
水
帳
 

寛
知
二
年
 

一 

（
以
上
＋
払
響
撃
委
員
会
 

一 

寛
保
二
年
 

ク
 

ク
 

ク
 

ク
 

ク
 

ク
 

寛
保
三
年
 

寛
保
二
年
 

ク

 

ー
 

ク 

寛
保
」
犀
 

一 

寛
保
二
年
 

一 

ク
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昭和53年度 方城町歳入歳出予算書（当初） （単位千円） 

歳 、 入 歳 出 
款 項 金 額 款 項 金 額 

1． 町 税 
107,303 1 議 会 費 

46,昭7 
1. 議 会 費 46,937 

1． 町 民 税 53,464 

2．総 務 費 
447,242 

2. 固 定 資 産 税 25,617 1．総 務 管 理 費 a治,4お 

3． 軽 自 動 車 税 4,200 2． 徴 税 費 35,395 
3， 戸籍住民費及台帳費 11,071 

4‘ 町 た ば こ 消 費税 19,000 
4． 選 挙 費 1,556 

5． 電 気 税 5,000 5． 統 計 調 査 費 加 
6. 鉱 産 税 1 6． 監 査 委 員 費 476 

7． 木 材 引 取 税 加 7. 企 画 費 I妬，郎 

3 民 生 費 
1,071,244 

8． 特別土地保有税 I 1． 社 会 福 祉 費 m ，卸 

2. 地 方 譲 与 税 
10,500 2. 児 重 福 祉 費 190,996 

I . 自動車重量譲与税 7,000 3． 生 活 保 護 費 8,001 
4． 災 害 救 助 費 1 2． 地方道路譲与税 3,500 
5. 同 和 対 策 費 759,857 

3． 自動車取得交付金 
12,000 

4．衛 生 費 
65,629 

1． 自動車取得税交付金 12,000 1． 保 健 衛 生 費 k ，関9 
2. 清 掃 費 50,632 

4． 地 方 交 付 税 
1,074,982 

3. 公 害 対 策 費 1認 
税
 

付
 

交
 

方
 

地
 

1
. 

1,074,982 

5．労 働 費 
521,的4 

5・妾通安が策警 助 1． 失 業 対 策 費 48,774 

1． 交通安全対策特別交付金 助 2． 緊急就労対策費 107,818 
3. 特定地域開発就労事業費 365,102 

6． 分担金及ぴ負担金 
1.201 

6．農 林 水 産 業 費 
58,653 

I．分 担 金 1 I． 農 業 費 33,454 
2． 負 担 金 1,200 2． 林 業 費 25,199 

7． 使用料及び手数料 
33,627 7 商 工 費 

13,863 
1． 商 工 費 13,863 

1． 使 用 料 32,045 

8．土 木 費 
49,844 

2． 手 数 料 1,582 1． 土 木 管 理 費 11,216 

8． 国 庫 支 出 金 
1,022,283 2．道 路 橋 梁 費 29,410 

3. 河 川 費 αD 
1． 国 庫 負 担 金 159,475 

4． 下 水 道 費 6,126 
2． 国 庫 補 助 金 860,019 5.住 宅 費 2,492 
3． 国 庫 委 託 金 2,789 

9.消 防 費 
45,199 

Q1 県 支 出 金 
132,616 1， 消 防 費 45,199 

10‘教 育 費 
171,569 

1. 県 負 担 金 2 〕,7聞 
1． 教 育 総 務 費 37,439 

2. 県 補 助 金 109,807 2． 小 学 校 費 46,174 

3． 県 委 託 金 2,063 3． 中 学 校 費 27,068 
4． 社 会 教 育 費 35,454 

10． 財 産 収 入 
2,500 

5． 同 和教育対策費 9,018 
1． 財 産 運 用 収 入 1訟 6. 保 健 体 育 費 26,416 
2． 財 産 売 払 収 入 2,368 

11．災 害 復 旧 費 
44,922 

11．寄 付 金 
1 1． 道 路鉱害復旧 費 4,814 

2． 農業施設鉱害復旧費 40,088 
1．寄 付 金 I 

3． 農業施設災害復旧費 10 
350,784 

12． 諸 収 入 
4． 公共土木災害復旧費 和 

L 延滞金加算金及び過料 I 12.公 債 費 
398,778 

L 公 債 費 郵,778 
2． 町 預 金 利 子 5,000 

13．諸 支 出 金 
354,525 

3. 貸 付 金 収 入 m ，馴n 1． 普 通 財産 取 得金 1 
4． 雑 入 認,m 2． 繰 出 金 44,523 

5． 産炭地域振興臨時交付金 1 3． 過 年 度 支 出 金 1 
4． 開 発 公 社貸付 金 310,000 

13. 町 債 
542,803 

14．前年度繰上充用金 
I 

1．町 債 542,803 I． 前年度繰上充用金 1 

ー 

一一一一ー一一 

ー ーー一一 

ーー一一一 

ー一一一一一 

15．予 備 費 
1,000 

1． 予 備 費 1,000 

歳 入 合 計 3,291,110 歳 出 合 計 3,291,100 

響 
、

，
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笛

●

太

鼓

 

伊
方
、
弁
城
で
春
祭
り
 

段
の
下
に
、
山
笠
4
台
が
結
集
 

田
園
を
渡
る
風
が
肌
に
こ
こ
 
し
、
み
こ
し
と
共
に
、
約
一
時
 

ち
よ
く
感
じ
ら
れ
る
。
5
月、 

間
に
ぎ
わ
っ
た
。
 

各
地
で
笛
や
太
鼓
の
音
が
、
空
 

弁
城
の
祇
園
祭
り
は
、
弁
城
 

高
く
響
き
わ
た
っ
た
。
 

区
各
常
会
持
ち
ま
わ
り
で
、
み
 

一
番
の
り
は
5
月
5

日
、
6
 
こ
し
を
か
つ
い
で
い
る
。
 

日
に
お
こ
な
わ
れ
た
伊
方
の
御
 

近
年
は
、
ト
ラ
ッ
ク
に
て
、
 

神
幸
、
つ
づ
い
て
 13 

、 
14 

日
に
 
各
常
会
の
公
民
館
廻
り
を
し
て
 

弁
城
の
祇
園
祭
り
と
間
を
置
か
 
い
た
が
、
今
年
の
受
持
常
会
（
 

ず
に
お
こ
な
わ
れ
た
。
6

日
の
 
浄
万
寺
常
会
。
中
山
静
雄
常
会
 

午
後
5
時
頃
、
白
髪
神
社
の
階
 
長
）
で
は
、
そ
ろ
い
の
ハ
ッ
ピ
 

姿
も
勇
ま
し
く
常
会
内
の
道
路
 

を
く
ま
な
く
ね
り
歩
い
た
。
 

例
年
は
、
み
こ
し
を
見
る
こ
 

と
さ
え
出
来
な
い
こ
と
が
多
い
 

の
で
、
皆
ん
な
大
喜
び
、
ヤ
ッ
 

サ
ー
、
ヤ
ッ
サ
ー
の
か
け
声
が
 

晴
天
に
響
き
わ
た
り
、
お
祭
り
 

ム
ー
ド
は
そ
の
地
区
の
人
々
の
 

み
な
ら
ず
、
町
全
体
に
も
波
及
 

『
元
ド
い
シ
H
え
親
 」」
『
‘
（
 

【
行
事
】
 

し
、
初
夏
の
訓
れ
を
つ
げ
て
い
 

方
城
町
体
育
協
会
バ
ド
、
，
、
ン
 
勝、

二
位
等
、
常
に
上
位
に
入
 
ー
定
 

た。 

事
業
所
統
計
調
査
に
こ
協
力
を
 

廿
6
月
 15 

日
、
全
国
い
っ
せ
い
に
実
施
廿
 

三
年
に
一
回
実
施
さ
れ
る
 
場
、
商
店
、
学
校
の
ほ
か
、
官
 

「
事
業
所
統
計
調
査
」
が
六
月
 
公
庁
、
病
院
、
国
鉄
や
私
鉄
の
 

十
五
日
、
全
国
一
せ
い
に
行
わ
 
駅
、
ホ
テ
ル
、
旅
館
か
ら
神
社
 

れ
ま
す
。
 

お
寺
に
い
た
る
ま
で
、
全
国
す
 

こ
れ
は
、
わ
が
国
の
事
業
所
 
べ
て
の
業
業
所
が
対
象
に
な
り
 

の
業
種
や
従
業
員
数
、
営
業
状
 
ま
す
。
 

態
な
ど
の
実
態
を
つ
か
み
、
国
 

調
査
は
「
甲
調
査
」
 
「
乙
調
 

都
道
府
県
、
市
町
村
で
行
政
、
 

査」 

「
丙
調
査
」
に
分
け
て
行
 

経
済
施
策
を
進
め
る
上
で
基
礎
 
わ
れ
、
甲
・
乙
調
査
は
都
道
府
 

資
料
と
な
る
も
の
で
す
。
 

県
知
事
が
選
ん
だ
民
間
の
調
査
 

こ
の
た
め
、
調
査
は
会
社
、
工
 
員
が
当
り
、
丙
調
査
は
国
や
地
 

、グ‘<I
'
)
'
A
み
‘
、
J
‘
み
‘
、
J
'
，
‘
、
J
‘
ン
‘
、
ガ
く
●
）
、
J
、
み
‘
、
I
‘、， 

ト
ン
教
室
を
、
発
足
し
て
数
年
 
賞
し
て
い
ま
す
o
 

⑧
そ
の
他
会
員
の
親
ぼ
く
を
図
 

に
な
り
ま
す
o

部
員
は
現
在
、
 

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の
ラ
ケ
ッ
ト
 

る
た
め
プ
レ
け
リ
『
ー
、
『
ョ
 

②
対
外
試
合
 
年
間
七
回
位
予
 

海
鷲
”
蕪
一
舞
円
春
 

体
力
を
必
要
と
し
ま
す
。
 

【
練
習
日
】
 

ス
ポ
ー
ツ
に
縁
の
な
か
っ
た
 

火
、
土
曜
日
廿
夜
七
時
三
〇
 

人
達
も
、
ス
ボ
ー
ッ
す
る
楽
し
 

分
ー
九
時
三
〇
分
、
町
民
体
 

き
、
汗
を
か
く
こ
と
の
さ
わ
や
 

育
館
に
て
 

三
〇
名
程
度
で
、
指
導
者
は
石
 
か
き
、
ま
し
て
バ
ド
を
す
る
楽
 
【
入
会
申
込
】
 

谷
憲
昭
さ
ん
（
野
添
在
住
）
n
 
し
さ
を
知
り
、
バ
ド
を
始
め
て
 

入
部
希
望
者
は
、
練
習
日
に
 

写
奥
）
で
、
楽
し
い
練
習
を
続
 
本
当
に
よ
か
っ
た
、
と
云
っ
て
 
町
民
体
育
館
で
受
付
致
し
ま
す
 

け
て
い
ま
す
。
郡
体
で
は
、
優
 
い
ま
し
た
。
 

の
で
、
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。
 

万
公
共
団
体
が
調
査
し
ま
す
。
 

ボ
ー
ト
業
、
貸
本
屋
な
ど
）
、
 

業
員
数
の
事
項
に
つ
い
て
調
査
 

【
甲
調
査
】
 

旅
館
そ
の
他
宿
泊
所
、
洗
た
く
 
し
ま
す
。
 

民
間
経
営
の
事
業
所
が
対
象
 
理
容
・
浴
場
業
・
映
画
館
・
娯
 

調
査
し
た
内
容
は
、
統
計
を
 

に
な
り
ま
す
。
事
業
所
の
名
称
 
楽
業
・
自
動
車
整
備
業
・
駐
車
 
作
る
目
的
に
だ
け
使
用
さ
れ
ま
 

所
在
地
、
経
営
組
織
、
事
業
の
 
場
業
な
ど
が
対
象
で
建
物
・
土
 
す
。
他
の
目
的
、
た
と
え
ば
徴
 

種
類
な
ど
の
ほ
か
、
会
社
の
本
 
地
の
面
積
、
雇
用
者
の
給
与
、
 

税
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
 

所
事
業
所
（
本
社
）
の
場
合
は
 
最
近
一
年
間
の
売
上
高
の
三
項
 
あ
り
ま
せ
ん
し
、
調
査
員
や
調
 

資
本
金
額
、
支
所
の
数
な
ど
四
 
目
を
、
甲
調
査
の
項
目
に
追
加
 
査
関
係
者
が
他
に
洩
ら
す
こ
と
 

項
目
の
調
査
事
項
が
加
え
ら
れ
 
し
て
調
査
し
ま
す
。
 

も
あ
り
ま
せ
ん
。
 

ま
す
。
 

【
丙
調
査
】
 

『
事
業
所
統
計
調
査
は
、
国
勢
 

【
乙
調
査
】
 

国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
公
 
調
査
と
な
ら
ぶ
国
の
基
本
的
な
 

サ
ー
ビ
ス
業
の
中
か
ら
物
品
 
共
企
業
体
の
事
業
所
を
対
象
に
 
調
査
で
す
。
 

賃
貸
業
（
レ
ン
タ
カ
ー
業
、
貸
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
、
従
 

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
 

・、J 

り
 

ノ 

国

民

年

金

 

ク
過
去
の
保
険
料
も
特
別
に
 

納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
力
 

国
民
年
金
は
、
年
金
に
加
入
 

し
て
保
険
料
を
納
め
た
期
間
と
 

免
除
さ
れ
た
期
間
を
合
せ
て
最
 

低
 25 

年
間
あ
る
人
（
生
年
月
日
 

に
よ
り
短
縮
措
置
別
表
）
に
原
 

則
と
し
て
 65 

才
か
ら
老
令
年
金
 

を
支
給
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
 

ま
す
。
 

保
険
料
は
未
納
の
ま
ま
2
年
 

間
を
す
ぎ
る
と
納
め
ら
れ
な
く
 

な
り
ま
す
。
こ
の
未
納
期
間
が
 

多
く
な
る
と
年
金
を
受
け
る
た
 

め
に
必
要
な
期
間
を
確
保
で
き
 

な
く
な
り
、
老
令
に
な
っ
て
も
 

年
金
の
な
い
さ
み
し
い
老
後
を
 

送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
 

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
無
年
金
者
 

が
全
国
に
一
〇
〇
万
人
以
上
い
 

る
と
い
わ
れ
、
方
城
町
で
も
多
 

く
見
う
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
 

う
な
人
を
救
済
す
る
た
め
に
、
 

保
険
料
の
特
例
納
付
が
、
詔
年
 

7
月
1
日
か
ら
2
年
間
の
期
間
 

で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
 

し
た
。
 

こ
の
特
例
納
付
は
3
度
目
で
 

最
後
の
最
後
と
い
わ
れ
て
い
ま
 

す
。
国
民
年
金
に
加
入
さ
れ
て
 

い
て
も
未
納
期
間
が
多
く
、
年
 

金
権
が
確
保
で
き
な
い
人
、
又
 

当
然
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
 

い
人
で
加
入
さ
れ
て
い
な
い
人
 

は
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
加
入
、
納
 

付
し
、
年
金
権
を
確
保
さ
れ
る
 

よ
う
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

特
例
納
付
の
対
象
者
は
明
治
 

44 

年
4
月
2

日
以
降
生
れ
の
強
 

制
加
入
者
に
限
ら
れ
、
任
意
加
 

入
者
は
こ
の
対
象
に
な
り
ま
せ
 

ん。 強
制
加
入
者
と
は
次
の
よ
う
 

な
人
で
す
。
 

20 

才
以
上
印
才
ま
で
の
人
で
 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
 

人
で
す
。
 

一
、
被
用
者
年
金
（
厚
生
年
金
 

共
済
組
合
等
）
の
加
入
者
と
、
 

そ
の
配
偶
者
。
 

二
、
年
金
や
恩
給
を
受
け
て
い
 

る
人
や
受
け
ら
れ
る
人
と
、
そ
 

の
配
偶
者
。
 

三
、
地
方
議
員
と
そ
の
配
偶
者
 

四
、
昼
間
部
の
学
生
。
 

※
現
在
印
才
以
上
の
人
に
つ
い
 

て
は
、
そ
の
人
の
印
才
に
な
る
 

ま
で
の
期
間
で
す
。
わ
か
ら
な
 

い
こ
と
や
、
く
わ
し
い
こ
と
は
 

直
方
社
会
保
険
事
務
所
か
、
役
 

場
年
金
係
に
お
間
合
せ
下
さ
 

い。 生 年 月 日 資格期間 生 年 月 日 資格期間 

大正5年4月1日以前 10年以上 大正12.4.2一大正13.4.1 18年以上 
大正5.4.2-大正6.4.1 11 'i 13.4.2- * 14.4.1 19 
ii 6 .4.2- ii 7 .4.1 12 ', 14.4.2- ', 15.4.1 20 
'' 7.4.2- - 8.4.1 13 ', 15.4.2-昭和2.4.1 21 
' 8.4.2- ii 9.4.1 14 昭和2.4.2- ', 3.4.1 22 
', 9.4.2- ii 10.4.1 15 '.' 3.4.2- 'i 4.4.1 23 
' 10.4.2- ' 11.4.1 16 '' 4.4.2- ii 5.4.1 24 
タ 11.4.2- 'i 12.4.1 17 " 5.4.2以降 25 
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特

別

減

税

に

つ

い

て

 

今
回
、
昭
和
五
十
二
年
分
所
得
 

税
の
特
別
減
税
が
行
わ
れ
、
次
 

の
金
額
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
に
 

な
り
ま
し
た
。
 

還
付
さ
れ
る
金
額
は
、
本
人
 

は
六
千
円
、
控
除
対
象
配
偶
者
 

や
扶
養
親
族
は
一
人
に
つ
き
三
 

千
円
と
し
て
計
算
し
た
金
額
で
 

す
。
た
だ
し
、
昭
和
五
十
二
年
 

分
の
所
得
税
額
の
方
が
少
な
い
 

と
き
は
、
そ
の
税
額
ま
で
と
な
 

り
ま
す
。
 

そ
こ
で
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
 

説
明
し
ま
し
ょ
う
。
 

A
還
付
を
受
け
ら
れ
る
人
V
 

還
付
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
 

昭
和
五
十
二
年
分
の
所
得
税
を
 

納
め
た
人
で
す
。
た
だ
し
、
利
 

子
・
配
当
な
ど
の
源
泉
分
離
課
 

税
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
還
付
 

さ
れ
ま
せ
ん
。
 

＞
還
付
方
法
と
そ
の
手
続
V
 

①
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
場
合
 

本
年
六
月
】
日
現
在
に
お
い
 

て
昨
年
と
同
じ
会
社
に
勤
務
し
 

て
い
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
は
、
」
ハ
 

患

者

の

保

険

外

 

負

担

に

 つ
 
い
 
て
 

昭
和
五
十
三
年
二
月
一
日
の
 

き
れ
る
の
は
、
個
室
、
又
は
 

医
療
費
改
定
を
機
会
に
、
福
岡
 

二
人
部
屋
に
限
る
。
 

県
で
は
、
病
院
や
、
診
療
所
の
 

協
力
を
得
て
、
入
院
時
に
、
患
 

者
が
負
担
し
て
い
る
、
ベ
ッ
ド
 

の
差
額
料
や
、
付
添
料
な
ど
、
 

い
わ
ゆ
る
保
険
外
現
金
負
担
を
 

で
き
る
だ
け
軽
く
す
る
よ
う
、
 

話
し
合
い
ま
し
た
。
 

入
院
さ
れ
る
と
き
は
、
事
前
 

に
、
病
院
や
、
診
療
所
と
、
十
 

分
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
 

O
 
三
人
部
屋
以
上
の
病
室
に
 

つ
い
て
は
、
徴
収
し
な
い
。
 

〇
 
病
院
や
、
診
療
所
で
設
け
 

る
差
額
ベ
ッ
ト
の
数
は
、
全
 

ベ
ッ
ド
数
の
、
お
お
む
ね
、
 

二
O
パ
ー
セ
ン
ト
、
 

（
国
立
 

病
院
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
 

内
）
と
す
る
。
 

〇
 
基
準
看
護
承
認
病
院
で
は
 

有
料
の
付
添
を
、
つ
け
る
こ
 

※
話
し
会
い
の
内
容
 

と
は
で
き
な
い
。
 

〇
 

ベ
ッ
ト
の
差
額
料
が
徴
収
 
〇
 
入
院
中
、
治
療
の
関
係
の
 

月
ー
七
月
ご
ろ
、
勤
務
先
か
ら
 

還
付
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
給
 

与
以
外
に
所
得
が
あ
っ
た
り
、
 

二
か
所
以
上
か
ら
給
与
を
も
ら
 

っ
て
い
る
た
め
に
確
定
申
告
を
 

し
た
人
で
、
勤
務
先
か
ら
還
付
 

し
き
れ
な
い
分
が
あ
る
と
き
は
 

そ
の
分
に
つ
い
て
は
、
次
に
説
 

明
す
る
ク
事
業
所
得
者
な
ど
の
 

場
合
ク
と
同
じ
方
法
で
還
付
さ
 

れ
ま
す
。
 

②
事
業
所
得
者
な
ど
の
場
合
 

事
業
所
得
者
な
ど
確
定
申
告
を
 

し
て
納
税
し
た
人
は
、
六
月
末
 

ご
ろ
に
税
務
署
か
ら
特
別
減
税
 

に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ
が
送
付
 

さ
れ
ま
す
か
ら
、
こ
れ
に
同
封
 

し
て
あ
る
還
付
請
求
書
用
紙
に
 

所
要
の
事
項
を
記
入
し
て
、
税
 

務
署
に
送
り
返
し
て
く
だ
さ
い
 

そ
う
し
ま
す
と
税
務
署
か
ら
 

還
付
金
の
支
払
通
知
書
が
送
ら
 

れ
て
き
ま
す
か
ら
、
こ
の
支
払
 

通
知
書
に
よ
っ
て
郵
便
局
で
還
 

付
金
を
受
取
る
こ
と
に
な
り
ま
 

す。 
⑧
そ
の
他
の
人
の
場
合
 

今
年
に
な
っ
て
五
月
末
ま
で
に
 

退
職
し
た
人
や
、
昨
年
中
途
で
 

退
職
し
た
人
な
ど
は
、
税
務
署
 

へ
還
付
請
求
を
し
て
下
さ
い
。
 

こ
の
場
合
、
昭
和
五
十
二
年
分
 

の
確
定
申
告
書
を
提
出
し
て
い
 

な
い
人
は
、
期
限
後
の
確
定
申
 

告
を
し
て
、
特
別
減
税
を
受
け
 

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
 

く
わ
し
い
こ
と
は
、
税
務
署
 

へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。
 

「

旅

券

手

数

料

の

 

改

定

に

 つ
 
い
 
て」 

昭
和
五
十
三
年
五
月
一
日
以
 

降
申
請
さ
れ
る
旅
券
の
手
数
料
 

は
、
次
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
 

(
）
内
は
旧
手
数
料
 

m
、
一
往
復
用
旅
券
の
発
給
、
 

四
、
〇
〇
〇
円
、
 

（
三
、
o
 

〇
〇
円
）
 

②
、
数
次
往
復
用
旅
券
の
発
給
 

八
、
〇
〇
〇
円
、
 

（
六
、
o
 

〇
〇
円
）
 

な
い
日
常
生
活
の
こ
と
で
、
 

病
院
や
、
診
療
所
の
も
の
を
 

使
用
し
た
場
合
は
、
実
費
を
 

徴
収
す
る
。
 

釣
 り
人
の
皆
さ
ん
へ
 

お
 

願
 

い
 

釣
の
絶
好
の
シ
ー
ズ
ン
と
な
り
 
貝
類
の
産
卵
生
息
に
悪
い
影
響
 

ま
し
た
。
皆
さ
ん
が
、
海
釣
り
 
を
与
え
ま
す
の
で
、
海
で
釣
り
 

を
き
れ
る
際
に
、
ま
き
餌
を
す
 
を
さ
れ
る
方
は
、
次
の
こ
と
を
 

は
使
用
し
な
い
よ
う
に
し
ま
 

し
よ
・
り
。
 

二
、
海
草
の
発
芽
期
の
う
ち
、
 

5
月
 15 

日
か
ら
6
月
 14 

日
ま
 

で
の
間
は
、
磯
で
は
麦
を
ま
 

き
餌
と
し
て
使
用
し
な
い
よ
 

う
に
し
ま
し
ょ
・
つ
。
 

る
方
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
ま
 
ぜ
ひ
守
り
ま
し
ょ
う
。
 

三
、
海
を
き
れ
い
に
し
、
他
人
 

き
餌
の
う
ち
、
赤
土
と
麦
が
海
 
て
磯
や
防
波
提
、
護
岸
で
釣
 

に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
 

草
類
の
繁
殖
を
さ
ま
た
げ
、
魚
 

り
を
さ
れ
る
と
き
は
、
赤
土
 

し
ま
し
ょ
う
。
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健

康

づ

く

り

は

 

食

生

活

の

改

善

か

ら

／

 

住
 

民
 

課
 

昭
和
 51 

年
度
よ
り
厚
生
省
委
 

託
事
業
の
一
環
と
し
て
、
成
人
 

病
献
立
指
導
事
業
が
発
足
し
、
 

脳
卒
中
半
減
運
動
が
、
展
開
き
 

れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
中
で
 

も
、
食
生
活
改
善
推
進
員
の
大
 

き
な
期
待
が
、
寄
せ
ら
れ
て
お
 

り
ま
す
。
方
城
町
で
も
 52 

年
度
 

よ
り
こ
の
事
業
を
発
展
さ
せ
る
 

た
め
、
推
進
員
を
選
出
し
、
ー
 

ケ
年
の
受
講
を
、
終
了
し
ま
し
 

た
。
こ
れ
か
ら
、
こ
の
方
達
を
 

中
心
に
、
皆
さ
ん
方
も
、
健
康
 

を
よ
り
高
め
る
た
め
に
、
栄
養
 

運
動
、
休
養
の
三
本
柱
を
基
本
 

に
し
て
健
康
で
明
る
い
く
ら
し
 

づ
く
り
を
し
ま
し
ょ
う
。
 

終
了
者
は
 

次
の
方
々
で
す
 

伊
野
サ
ョ
子
（
後
谷
）
 

香
月
コ
ノ
ェ
（
宝
珠
）
 

堤
 
キ
ミ
ェ
（
草
場
）
 

仁
保
フ
サ
ユ
（
後
谷
）
 

長
尾
サ
ェ
子
（
見
六
）
 

敬
称
略
 

⑧
、
渡
航
先
の
追
加
 

⑧
、
渡
航
書
の
発
給
 

一
、
三
〇
〇
円
、
 

（
一
、
〇
 

二
、
〇
〇
〇
円
、
 

（
一
、
五
 

〇
〇
円
）
 

〇
〇
円
）
 

固
、
記
載
事
項
の
訂
正
 

旅
券
申
請
の
手
続
等
、
詳
細
 

七
〇
0
円、 

（
五
〇
〇
円
）
 

に
つ
い
て
は
、
 

⑤
、
一
往
復
用
旅
券
の
再
発
給
福
岡
県
総
務
部
渉
外
課
旅
券
係
 

三
、
〇
〇
〇
円
、
 

（
二
、
〇
 

電
話
 
福
岡
（
〇
九
二
）
 

〇
〇
円
）
 

七
四
一
 

三
一
二
六
 

に
照
合
 

⑥
、
数
次
往
復
用
旅
券
の
再
発
し
て
く
だ
さ
い
。
 

給
 

六
、
〇
〇
〇
円
 
（
四
、
〇
〇
 

O
円） 

⑦
、
合
冊
又
は
査
証
欄
の
増
補
 

二
、
〇
〇
〇
円
（
一
、
五
〇
 

〇
円
）
 

香

典

返

し

 

方
城
町
連
合
会
長
 

あ
認
鑓
し
た
」
轟
」
一
W
球
 

次
の
方
々
か
ら
方
城
町
長
寿
 
三
、
後
 
谷
 

橋
元
ミ
ッ
子
 

会
に
高
額
な
香
典
返
し
を
受
け
 
四
、
西
古
門
 

杉
本
 
増
雄
 

ま
し
た
の
で
長
寿
会
の
運
営
に
 
五
、
長
 
浦
 

原
 

善
吉
 

有
意
義
に
つ
か
わ
せ
て
い
た
だ
 
六
、
上
弁
城
 

永
末
 
義
雄
 

き
ま
す
。
 

七
、
後
 
谷
 

白
石
 

ッ
ル
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